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(57)【要約】
【課題】複数の蛍光体の発光強度の大小を切り替えて、
スペクトルの異なる第１，第２の照射態様における光を
時分割で発光することができる光源装置等を提供する。
【解決手段】被写体に応じて光源装置を設計する際に、
第１の照射態様において発光する第１の発光素子を、発
光帯域が第１の特定帯域と重なる部分を有するように選
定し（Ｓ３）、第１の蛍光体を、第１の特定帯域を励起
帯域に含みかつ第２の特定帯域を蛍光発光帯域に含むよ
うに選定し（Ｓ４）、第２の蛍光体を、第１の蛍光体と
比べた励起強度が第１の特定帯域において低く第２照射
帯域内の短波長側の第２蛍光励起帯域において高く、か
つ蛍光発光帯域が第２蛍光励起帯域以外の第２照射帯域
を含むように選定し（Ｓ５）、第２の照射態様において
発光する第２の発光素子を、発光帯域が第２蛍光励起帯
域に含まれるように選定して（Ｓ６）、これらを筐体内
に配置した光源装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の照射態様において第１の特定スペクトル帯域（以下、「スペクトル帯域」を単に
「帯域」という）の光および該第１の特定帯域よりも長波長の第２の特定帯域の光を発光
し、第２の照射態様において該第１の照射態様における光とはスペクトルの異なる第２照
射帯域の光を発光する光源装置であって、
　光の照射方向へ向けて開口している筐体と、
　前記筐体に設けられ、前記第１の照射態様において発光し前記第２の照射態様において
は発光せず、発光帯域が前記第１の特定帯域と重なる部分を有する第１の発光素子と、
　前記第１の発光素子により発光された光が到達し得るように前記筐体に設けられ、前記
第１の特定帯域を励起帯域に含み、かつ、前記第２の特定帯域を蛍光発光帯域に含む第１
の蛍光体と、
　前記第１の発光素子により発光された光が到達し得るように前記筐体に設けられ、前記
第１の蛍光体と比べた励起強度が、前記第１の特定帯域において低く、前記第２照射帯域
内の短波長側の第２蛍光励起帯域において高く、かつ、蛍光発光帯域が、前記第２蛍光励
起帯域以外の前記第２照射帯域を含む第２の蛍光体と、
　発光した光を前記第１の蛍光体および前記第２の蛍光体へ到達させ得るように前記筐体
に設けられ、前記第２の照射態様において発光し前記第１の照射態様においては発光せず
、発光帯域が前記第２蛍光励起帯域に含まれる第２の発光素子と、
　を具備したことを特徴とする光源装置。
【請求項２】
　前記第２の蛍光体の励起帯域と前記第１の蛍光体の蛍光発光帯域とは重ならないことを
特徴とする請求項１に記載の光源装置。
【請求項３】
　前記第２の蛍光体の蛍光発光帯域と前記第１の蛍光体の励起帯域とは重ならないことを
特徴とする請求項１に記載の光源装置。
【請求項４】
　前記第１の照射態様は、ＮＢＩ（Narrow Band Imaging）照射を行う照射態様であり、
　前記第１の発光素子は狭帯域発光を行う発光素子であり、
　前記第１の蛍光体の蛍光発光帯域は、前記第２の蛍光体の蛍光発光帯域よりも狭帯域で
あることを特徴とする請求項１に記載の光源装置。
【請求項５】
　前記第２の照射態様は、前記第２照射帯域の光を発光することにより白色光照射を行う
照射態様であり、
　前記第２の発光素子は、前記第２照射帯域の内の短波長側の帯域である青色帯域に含ま
れる光を発光する発光素子であり、
　前記第２の蛍光体は、前記青色帯域以外の前記第２照射帯域を蛍光発光帯域に含み、か
つ、蛍光発光する光が、前記第２の発光素子により発光される光の補色であることを特徴
とする請求項４に記載の光源装置。
【請求項６】
　前記第１の発光素子および前記第２の発光素子は、半導体発光素子であることを特徴と
する請求項５に記載の光源装置。
【請求項７】
　前記第１の発光素子は、４１５ｎｍの波長近傍に発光強度のピークを有する半導体発光
素子であり、
　前記第１の蛍光体は、５４０ｎｍの波長近傍に蛍光発光強度のピークを有する蛍光体で
あることを特徴とする請求項６に記載の光源装置。
【請求項８】
　前記第１の蛍光体は、前記第１の発光素子により発光された光の一部を励起光として用
い、該第１の発光素子により発光された光の他の一部および前記第２の発光素子により発
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光された光の少なくとも一部を励起光として用いることなく散乱させるような密度に配設
された粉末蛍光体であり、
　前記第２の蛍光体は、前記第２の発光素子により発光された光の一部を励起光として用
い、該第２の発光素子により発光された光の他の一部および前記第１の発光素子により発
光された光の少なくとも一部を励起光として用いることなく散乱させるような密度に配設
された粉末蛍光体であることを特徴とする請求項１に記載の光源装置。
【請求項９】
　前記筐体は、プリント基板と、プリント基板上に底面側が取り付けられ上面側が光の照
射方向へ向けた前記開口となる筒状のリフレクタと、を有し、
　前記第１の発光素子および前記第２の発光素子は、前記プリント基板上における前記リ
フレクタの内部となる位置に実装されたものであり、
　前記第１の蛍光体である粉末蛍光体および前記第２の蛍光体である粉末蛍光体は、前記
プリント基板と前記リフレクタとで構成される凹状部に、前記第１の発光素子および前記
第２の発光素子を覆うように樹脂封止されたものであることを特徴とする請求項８に記載
の光源装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の光源装置と、
　前記光源装置から照射され、被写体により反射された光を光学系により結像して撮像す
る撮像装置と、
　を具備したことを特徴とする電子画像取得装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の電子画像取得装置と、
　前記撮像装置により撮像された画像を表示する表示装置と、
　を具備したことを特徴とする電子画像観察装置。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の電子画像取得装置と、
　前記光源装置からの光を被写体へ照射するための照射用光学素子と、前記撮像装置の光
学系の少なくとも一部を構成する観察用光学素子と、が先端側に配置された挿入部と、
　を具備したことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の電子画像取得装置と、
　前記電子画像取得装置を収納するカプセル筐体と、
　を具備したことを特徴とするカプセル内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の照射態様においてスペクトルの異なる光を発光する光源装置と、この
光源装置を備えた電子画像取得装置、電子画像観察装置、内視鏡装置、カプセル内視鏡装
置と、に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被写体の中には、ある特定のスペクトル帯域（以下では適宜、「スペクトル帯域」を単
に「帯域」という）において光学的に特徴的な振る舞いをするものがある。ここに、光学
的に特徴的な振る舞いとは、特定帯域において、他の帯域とは異なる光学的な性質を示す
ことをいう。具体例としては、吸収スペクトルのピークやボトム（ミニマム）、反射スペ
クトルのピークやボトム、蛍光発光における励起スペクトルのピークやボトムなどが挙げ
られる。
【０００３】
　そして、こうした被写体を、特定帯域に含まれる波長の光で照射すると、目的とする被
写体を、それ以外の被写体と区別して明確に観察することが可能となる。このような観察
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は、ＮＢＩ（Narrow Band Imaging）観察として従来より知られている。
【０００４】
　光学的に特徴的な振る舞いをする被写体の中でも、さらに、特定帯域が２つ以上存在す
る被写体もあり、一例としてヘモグロビンが挙げられる。すなわち、ヘモグロビンは、本
発明の実施形態に係る図５に示すように、ヘモグロビンＨｂであっても酸素ヘモグロビン
ＨｂＯ2 であっても、何れも吸収スペクトルのピークを２つもっている。ここに、第１の
吸収スペクトルピークＰ１は４１５ｎｍ付近に存在し、第２の吸収スペクトルピークＰ２
は５４０ｎｍ付近に存在する。ヘモグロビンは、血液の主要な構成成分の１つである赤血
球中に含まれるために主に血管内に分布し、体細胞中には基本的に分布していないために
、ＮＢＩ観察を行えば、血管部分は低輝度に、血管部分以外は高輝度に撮像され、血管以
外の部分に対して血管部分を強調した画像を取得することが可能となる。
【０００５】
　上述したヘモグロビンの特定帯域の内の４１５ｎｍ付近の帯域の光は、本発明の実施形
態に係る図３に示すように、体組織１００の表層（粘膜層など）において比較的高い反射
率で反射もしくは散乱され、体組織１００の内部への浸透度が低いために、体組織１００
の表層にある血管１０１の分布を観察するのに適している。一方、５４０ｎｍ付近の帯域
の光は、本発明の実施形態に係る図４に示すように、４１５ｎｍ付近の帯域の光よりも深
く体組織１００の内部へ浸透し、体組織１００の表層よりも内部において反射もしくは散
乱されるために、体組織１００の表層よりも深部にある血管１０１の分布を観察するのに
適している。従って、４１５ｎｍ付近の帯域の光と５４０ｎｍ付近の帯域の光との両方を
用いることにより、体組織１００の表層にある血管１０１と表層よりも深部にある血管１
０１とが同時にコントラスト強調された画像（血管強調画像）を取得して観察することが
可能となる。
【０００６】
　なお、このときに、特定帯域に係る４１５ｎｍ付近の帯域の光と５４０ｎｍ付近の帯域
の光以外に、他の波長の光が存在すると、血管１０１と血管以外の体組織１００とのコン
トラストが弱まることになるために、ＮＢＩ観察を行う場合には、特定帯域以外の光が混
在しないことが望ましい。
【０００７】
　ヘモグロビンの吸収スペクトルにおける特定帯域を利用する例としては、医療分野にお
いて癌組織の発見に用いる臨床例が挙げられる。すなわち、癌組織は、正常部位とは血管
の配置構造が異なるために、血管の構造をＮＢＩを用いて明確に観察することにより、癌
組織を容易に発見することが可能となる。そして、このような検査においては、ＮＢＩに
よる観察以外に、例えば白色光による通常の観察も行い得ることが望ましい。
【０００８】
　このように、ＮＢＩ観察時の照射であるＮＢＩ照射に係る第１の照射態様と、白色光な
どにより照射を行う第２の照射態様とを可能とするためには、従来は、各照射態様に応じ
た複数の光源装置が必要であり、さらに、１つの照射態様においても複数の光源装置が必
要になる場合（例えば、白色光を得るためにＲＧＢ各色の光源装置がそれぞれ必要になる
場合、あるいはＮＢＩ観察において特定帯域の数に応じた光源装置が必要になる場合など
）があった。
【０００９】
　しかし、複数の光源装置が必要であると、光源装置を用いて構成する観察装置や画像取
得装置は、配置スペースが必要になって装置全体の大きさが大きくなったり、コストが高
くなったりすることになる。
【００１０】
　そこで、スペクトルの異なる複数の光を発光することができる発光装置が、例えば特開
２００７－３６０４２号公報に記載されている。該公報に記載の発光装置は、例えば有底
筒状をなす筐体の底面に第１光源を配置し、第１光源の光が何れの側にも到達するように
筐体の中央部に隔壁を配置している。さらに、隔壁で隔てられた一方の側に、充填材を用
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いて第１の蛍光体を多数配置し、他方の側に、充填材を用いて第２の蛍光体を多数配置し
ている。ここに、第１の蛍光体および第２の蛍光体は、何れも、第１光源の発光帯域を励
起帯域に含んでいる。さらに、第１の蛍光体および第２の蛍光体は、第１光源の発光帯域
に比して長波長側に主たる蛍光発光帯域を有し、かつ互いに異なる帯域となっている。こ
こで仮に、第１の蛍光体が緑色蛍光体であり、第２の蛍光体が赤色蛍光体であって、赤色
蛍光体の励起帯域に緑色光が含まれるとすると、隔壁を設けない場合には、緑色蛍光体か
ら蛍光発光された緑色光が赤色蛍光体の励起に用いられてしまうこともあり、発光効率が
低下してしまうことになる。そこで、上述したように隔壁を設けて、発光効率の低下を防
止するようにしたものとなっている。従って、該公報に記載の技術によれば、第１光源の
光と、第１の蛍光体から蛍光発光された光と、第２の蛍光体から蛍光発光された光と、の
３種類の光が同時に発光されることになる。なお、該公報の技術では、第１の蛍光体と第
２の蛍光体とが隔壁を隔てて空間的に異なる位置に配置されているために、各々を点光源
と見なしたときに光学的に分離されている（２つの点光源と見なされる）ことになる。こ
のような２つに分離された構造を備える発光装置を１つの点光源として用いようとする場
合には、光を十分に混合する光学素子等が別途必要になると考えられる。
【００１１】
　また、特開２００７－３６０４１号公報には、隔壁で隔てられた筐体内の一方に第１光
源および蛍光体を充填材を用いて配置し、他方に第２光源を充填材を用いて配置した構成
が記載されている。公報に記載の技術によれば、第１光源の光と、蛍光体から蛍光発光さ
れた光と、第２光源の光と、の３種類の光を発光することができる。そして、構造的には
、３種類の光の同時発光が可能であるとともに、第１光源および蛍光体の光と、第２光源
の光と、の時分割発光が可能である。なお、この公報の技術も、隔壁を隔てて第１光源と
第２光源とが配置されている構造であるために、やはり光学的に分離されていて、１つの
点光源として用いようとする場合には光を十分に混合する光学素子等が別途必要になると
考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００７－３６０４２号公報
【特許文献２】特開２００７－３６０４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、上記特開２００７－３６０４２号公報に記載の技術では、第１の蛍光体
および第２の蛍光体が、第１光源から発光された光を共通して励起光として用いているた
めに、第１の蛍光体の発光強度と第２の蛍光体の発光強度との大小関係を切り替えること
ができない。特に、ある時点において第１の蛍光体を第２の蛍光体よりも高い発光強度で
発光させ、別の時点において第２の蛍光体を第１の蛍光体よりも高い発光強度で発光させ
るといったような時分割の切り替えを行うことができない。
【００１４】
　また、上記特開２００７－３６０４１号公報に記載の技術は、蛍光体の種類が１つであ
るために、複数の蛍光体の発光強度の大小関係を切り替えることは考えられない。
【００１５】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、複数の蛍光体の発光強度の大小関係を
切り替えることができ、第１の照射態様における光と、該第１の照射態様における光とは
スペクトルの異なる第２の照射態様における光と、を時分割で発光することができる光源
装置、電子画像取得装置、電子画像観察装置、内視鏡装置、カプセル内視鏡装置を提供す
ることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
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　上記の目的を達成するために、本発明による光源装置は、第１の照射態様において第１
の特定スペクトル帯域（以下、「スペクトル帯域」を単に「帯域」という）の光および該
第１の特定帯域よりも長波長の第２の特定帯域の光を発光し、第２の照射態様において該
第１の照射態様における光とはスペクトルの異なる第２照射帯域の光を発光する光源装置
であって、光の照射方向へ向けて開口している筐体と、前記筐体に設けられ、前記第１の
照射態様において発光し前記第２の照射態様においては発光せず、発光帯域が前記第１の
特定帯域と重なる部分を有する第１の発光素子と、前記第１の発光素子により発光された
光が到達し得るように前記筐体に設けられ、前記第１の特定帯域を励起帯域に含み、かつ
、前記第２の特定帯域を蛍光発光帯域に含む第１の蛍光体と、前記第１の発光素子により
発光された光が到達し得るように前記筐体に設けられ、前記第１の蛍光体と比べた励起強
度が、前記第１の特定帯域において低く、前記第２照射帯域内の短波長側の第２蛍光励起
帯域において高く、かつ、蛍光発光帯域が、前記第２蛍光励起帯域以外の前記第２照射帯
域を含む第２の蛍光体と、発光した光を前記第１の蛍光体および前記第２の蛍光体へ到達
させ得るように前記筐体に設けられ、前記第２の照射態様において発光し前記第１の照射
態様においては発光せず、発光帯域が前記第２蛍光励起帯域に含まれる第２の発光素子と
、を具備したものである。
【００１７】
　また、本発明による電子画像取得装置は、上記光源装置と、前記光源装置から照射され
、被写体により反射された光を光学系により結像して撮像する撮像装置と、を具備したも
のである。
【００１８】
　さらに、本発明による電子画像観察装置は、上記電子画像取得装置と、前記撮像装置に
より撮像された画像を表示する表示装置と、を具備したものである。
【００１９】
　そして、本発明による内視鏡装置は、上記電子画像取得装置と、前記光源装置からの光
を被写体へ照射するための照射用光学素子と、前記撮像装置の光学系の少なくとも一部を
構成する観察用光学素子と、が先端側に配置された挿入部と、を具備したものである。
【００２０】
　加えて、本発明によるカプセル内視鏡装置は、上記電子画像取得装置と、前記電子画像
取得装置を収納するカプセル筐体と、を具備したものである。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の光源装置、電子画像取得装置、電子画像観察装置、内視鏡装置、カプセル内視
鏡装置によれば、複数の蛍光体の発光強度の大小関係を切り替えることができ、第１の照
射態様における光と、該第１の照射態様における光とはスペクトルの異なる第２の照射態
様における光と、を時分割で発光することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態１において、照射対象とする被写体に応じて、第１，第２の発
光素子および第１，第２の蛍光体を決定する手順を示すフローチャート。
【図２】上記実施形態１において、被写体を血管（ヘモグロビン）を含む体組織に設定す
るときに、第１，第２の発光素子および第１，第２の蛍光体を決定する手順を示すフロー
チャート。
【図３】上記実施形態１において、４１５ｎｍ付近の帯域の光が血管を含む体組織におい
て反射される様子を示す図。
【図４】上記実施形態１において、５４０ｎｍ付近の帯域の光が深部血管を含む体組織に
おいて反射される様子を示す図。
【図５】上記実施形態１において、ヘモグロビンＨｂおよび酸素ヘモグロビンＨｂＯ2 の
吸収スペクトルを示す線図。
【図６】上記実施形態１において、反射スペクトルが重なっていない２つの領域を含む被
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写体の例を示す図。
【図７】上記実施形態１において、図６の被写体に各反射スペクトルと個別に重なる２帯
域の光を照射するときのスペクトルの例を示す線図。
【図８】上記実施形態１における光源装置の構造を示す平面図。
【図９】上記実施形態１における光源装置の構造を示す図８のＡ－Ａ’断面図。
【図１０】上記実施形態１において、第２の発光素子を発光させたときの光源装置の様子
を示す図。
【図１１】上記実施形態１において、第２の発光素子から発光された光の散乱の様子を示
す図。
【図１２】上記実施形態１において、第２の発光素子を発光させたときの発光スペクトル
および蛍光スペクトルの分布を示す線図。
【図１３】上記実施形態１において、第１の発光素子を発光させたときの光源装置の様子
を示す図。
【図１４】上記実施形態１において、第１の発光素子から発光された光の散乱の様子を示
す図。
【図１５】上記実施形態１において、第１の発光素子を発光させたときの発光スペクトル
および蛍光スペクトルの分布を示す線図。
【図１６】上記実施形態１において、第１および第２の発光素子の発光スペクトルと、第
１および第２の蛍光体の励起スペクトルおよび蛍光スペクトルと、を示す線図。
【図１７】上記実施形態１の光源装置を備える電子画像取得装置の構成を示すブロック図
。
【図１８】上記実施形態１において、装着された状態の頭部装着型電子画像観察装置の構
成を示す側面図。
【図１９】上記実施形態１において、装着された状態の頭部装着型電子画像観察装置の構
成を示す正面図。
【図２０】上記実施形態１において、内視鏡装置を備える内視鏡システムの構成を示す図
。
【図２１】上記実施形態１において、内視鏡装置の挿入部先端部の構成を示す断面図。
【図２２】上記実施形態１において、カプセル内視鏡装置の構成を示す側面図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
［実施形態１］
【００２４】
　図１から図２２は本発明の実施形態１を示したものである。
【００２５】
　本実施形態の光源装置１は、第１の照射態様として、第１の特定スペクトル帯域（以下
、「スペクトル帯域」を単に「帯域」という。）の光および第１の特定帯域より長波長の
第２の特定スペクトル帯域の光を発光し、第２の照射態様として、第１の照射態様におけ
る各特定スペクトル帯域には依存しない光を発光するように構成されている。
【００２６】
　ここで、「特定帯域」とは、被写体において光学的に特徴的な振る舞いが生じる帯域、
または被写体の特定の色を強調して観察するのに適した照明帯域をいう。
　また、第２の特定帯域が第１の特定帯域よりも「長波長」であるとは、第２の特定帯域
に含まれる波長の内の最も短い波長が、第１の特定帯域に含まれる波長の内の最も長い波
長よりも長いことを意味する。従って、第１の特定帯域と第２の特定帯域とは、帯域的に
分離されているということができる。
【００２７】
　このように、第１の照射態様は、被写体において光学的に特徴的な振る舞いが生じる帯
域、または被写体の特定の色を強調して観察するのに適した照明帯域において、光の照射
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を行う照射態様である。これに対して、第２の照射態様は、第１の照射態様とはスペクト
ルの異なる光を発光し、第１の照射態様における特定帯域には依存しない光の照射を行う
照射態様である。ただし、第２の照射態様は、上述した第１の照射態様における第１およ
び第２の特定帯域には依存しないというだけであり、これら第１および第２の特定帯域と
は異なる他の特定帯域の光を発光する照射態様であっても構わない。すなわち、第２の照
射態様においても、被写体において光学的に特徴的な振る舞いが生じる帯域、または被写
体の特定の色を強調して観察するのに適した照明帯域において、光の照射を行う場合はあ
りうる。
【００２８】
　ここでまず、第１の照射態様の一例であるＮＢＩ（Narrow Band Imaging）照射につい
て、図３～図５を参照して説明する。ここに、図３は４１５ｎｍ付近の帯域の光が血管を
含む体組織において反射される様子を示す図、図４は５４０ｎｍ付近の帯域の光が深部血
管を含む体組織において反射される様子を示す図、図５はヘモグロビンＨｂおよび酸素ヘ
モグロビンＨｂＯ2 の吸収スペクトルを示す線図である。
【００２９】
　上述したように、ヘモグロビンは、ヘモグロビンＨｂと酸素ヘモグロビンＨｂＯ2 との
何れであっても、図５に示すように、吸収スペクトルのピークを２つもっている。ここに
、第１の吸収スペクトルピークＰ１は４１５ｎｍ付近に存在し、第２の吸収スペクトルピ
ークＰ２は５４０ｎｍ付近に存在する。そして、この例においては、４１５ｎｍ付近の帯
域を上記第１の特定帯域、５４０ｎｍ付近の帯域を上記第２の特定帯域と見なすことがで
きる。
【００３０】
　これらの内の４１５ｎｍ付近の第１の特定帯域の光は、図３に示すように、体組織１０
０の表層（粘膜層など）において比較的高い反射率で反射もしくは散乱され、体組織１０
０の内部への浸透度が低い。従って、第１の特定帯域の光は、体組織１００の表層にある
血管１０１の分布を観察するのに適している。
【００３１】
　一方、５４０ｎｍ付近の第２の特定帯域の光は、図４に示すように、第１の特定帯域の
光よりも深く体組織１００の内部へ浸透し、体組織１００の表層よりも内部において反射
もしくは散乱される。従って、第２の特定帯域の光は、体組織１００の表層よりも深部に
ある血管１０１の分布を観察するのに適している。
【００３２】
　こうして、第１の特定帯域の光と第２の特定帯域の光との両方を用いることにより、体
組織１００の表層にある血管１０１と表層よりも深部にある血管１０１とを同時に観察す
ることが可能となる。
【００３３】
　ただし、このときに、第１および第２の特定帯域の光以外の波長の光が存在すると、血
管１０１と血管以外の体組織１００とのコントラストが弱まることになってしまう。
【００３４】
　そこで、ＮＢＩ観察を行う場合には、できる限り、４１５ｎｍ付近の狭帯域の光と、５
４０ｎｍ付近の狭帯域の光と、のみを照射するようになっている。
【００３５】
　さらに、第１の照射態様としてＮＢＩ照射を行う場合における、第２の照射態様の例と
しては白色照射が挙げられる。この白色照射は、通常光観察に用いられる照射の代表例で
ある。
【００３６】
　なお、第１の照射態様における特定帯域の数は、もちろん２つに限るものではなく、３
つ以上であっても構わない。すなわち、第１の照射態様に３つ以上の特定帯域がある場合
であっても、任意の２つの組み合わせが以下に説明するような構成をなすようにすれば良
い。
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【００３７】
　また、ここでは特定帯域の例として、吸収スペクトルの２つの強度ピークを例に挙げた
が、これに限るものではない。例えば、被写体に２つ以上存在する光学的に特徴的な振る
舞いをする帯域、すなわち、吸収スペクトルの強度ピーク、反射スペクトルの強度ピーク
、蛍光発光（例えば、被写体の自家発光による蛍光発光、あるいは被写体に蛍光薬剤を導
入して蛍光薬剤を発光させる蛍光発光、など）における励起スペクトルの強度ピーク等の
内の任意の２つ以上（同一種類も可）の組み合わせであっても構わない。
【００３８】
　さらに、特定帯域は、光学的に特徴的な振る舞いをする帯域であるに限るものではない
。例えば、反射スペクトルが互いに重複していない２つ以上の領域を含む被写体を、それ
ぞれの領域を強調した色（例えば各領域に応じた好ましい色）で観察するために、２つ以
上の特定帯域で照射しようとするような場合であっても構わない。
【００３９】
　このような場合について、図６および図７を参照して説明する。ここに、図６は反射ス
ペクトルが重なっていない２つの領域を含む被写体の例を示す図、図７は図６の被写体に
各反射スペクトルと個別に重なる２帯域の光を照射するときのスペクトルの例を示す線図
である。
【００４０】
　被写体１０２は、反射スペクトルｒ１の強度が４７０ｎｍ付近の青色の帯域にのみに存
在する第１の領域１０２ａと、反射スペクトルｒ２の強度が６２０ｎｍ付近の赤色の帯域
にのみに存在する第２の領域１０２ｂと、を含み、反射スペクトルｒ１の帯域と反射スペ
クトルｒ２の帯域とは図７に示すように互いに重複しないものとする。
【００４１】
　このような被写体１０２に対して、反射スペクトルｒ１の帯域と重複し反射スペクトル
ｒ２の帯域とは重複しない発光スペクトルｌ１の光（例えば４７０ｎｍに発光強度のピー
クを有する狭帯域光）と、反射スペクトルｒ２の帯域と重複し反射スペクトルｒ１の帯域
とは重複しない発光スペクトルｌ２の光（例えば６２０ｎｍに発光強度のピークを有する
光）とを、同一の指向特性をもって同時に特定帯域の光として照射したとする。すると、
発光スペクトルｌ１の光は、第１の領域１０２ａと第２の領域１０２ｂとの両方に照射さ
れるものの、第１の領域１０２ａのみで反射され、第２の領域１０２ｂで反射されること
はない。同様に、発光スペクトルｌ２の光は、第１の領域１０２ａと第２の領域１０２ｂ
との両方に照射されるものの、第２の領域１０２ｂのみで反射され、第１の領域１０２ａ
で反射されることはない。
【００４２】
　これにより、第１の領域１０２ａは、反射スペクトルｒ１帯域の中でも特に発光スペク
トルｌ１の帯域の色が強調されることになる。また、第２の領域１０２ｂは、反射スペク
トルｒ２帯域の中でも特に発光スペクトルｌ２の帯域の色が強調されることになる。従っ
て、それぞれの領域の色を各領域に応じて強調して観察することが可能となる。
【００４３】
　なお、現実の被写体では、上述したように反射スペクトルが全く重複しない２つ以上の
領域を含むものは少ないと考えられるが、近似的な例としては、歯牙観察において、黄味
を帯びた歯牙をより白色に近い色で観察するために青色系の帯域の照射を行い、歯肉部分
をより健康的な色として観察するために赤色系の帯域の照射を行う例が挙げられる。この
場合には、例えば、歯牙の反射スペクトルを上述した反射スペクトルｒ１に、歯牙に照射
する青色系の帯域の光を上述した発光スペクトルｌ１の光に、歯肉の反射スペクトルを上
述した反射スペクトルｒ２に、歯肉に照射する赤色系の帯域の光を上述した発光スペクト
ルｌ２の光に、それぞれ対応させて考えることができる。
【００４４】
　そして、本実施形態においては、各照射態様の光を、発光素子により発光された光と、
この光により励起されて蛍光発光する蛍光体（すなわち、波長変換を行う波長変換部とし
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ての蛍光体）の光と、の組み合わせにより構成するようにしている。すなわち、第１の照
射態様においては、第１の発光素子の光により第１の特定帯域の照射を行い、第１の蛍光
体の蛍光発光の光により第２の特定帯域の照射を行う（これは、蛍光体の励起帯域は蛍光
発光帯域よりも波長が短く、第１の特定帯域が励起光を発光する発光素子の発光帯域とな
り、第２の特定帯域が蛍光体による蛍光発光の帯域となることが必然であるためである）
。
【００４５】
　なお、発光帯域とは、発光強度ピークの所定割合（例えば半値）以上の強度を有する帯
域を指すものとする。また、励起帯域とは、励起強度ピークの所定割合（例えば半値）以
上の強度を有する帯域を指すものとする。さらに、蛍光発光帯域とは、蛍光発光強度ピー
クの所定割合（例えば半値）以上の強度を有する帯域を指すものとする。ここに、発光帯
域に係る所定割合と、励起帯域に係る所定割合と、蛍光発光帯域に係る所定割合とは、各
異なる値であってももちろん構わない。
【００４６】
　また、第２の照射態様においては、第２の発光素子の光と第２の蛍光体の光との組み合
わせにより、第２の照射態様において用いる第２照射帯域の照射を行う。これは、小型軽
量化を図るために発光素子として例えば半導体発光素子を用いた場合に、半導体発光素子
の発光帯域が狭いために、帯域を補うべく蛍光体も合わせて用いるようにしたものである
。すなわち、例えば白色照射を単一の発光素子のみで実現するのは困難であるが、蛍光体
を組み合わせることによりほぼ実現することが可能となる。ただし、第２の照射態様が、
上述した第１および第２の特定帯域とは異なる第３および第４の特定帯域の光を照射して
も構わないことは、上述した通りである。この場合には、第４の特定帯域が第３の特定帯
域よりも長波長であるものとすると、第２の発光素子の光により第３の特定帯域の照射を
行い、第２の蛍光体の蛍光発光の光により第４の特定帯域の照射を行うことになる。
【００４７】
　ここで、図１は、照射対象とする被写体に応じて、第１，第２の発光素子および第１，
第２の蛍光体を決定する手順を示すフローチャートである。
【００４８】
　まず、発光装置を設計するに当たって、発光装置により照射を行う対象の被写体を設定
する。そして、被写体に応じて、第１の照射態様における第１の特定帯域、第２の特定帯
域を設定する（上述したように、第１の特定帯域の波長＜第２の特定帯域の波長であるも
のとする）（ステップＳ１）。
【００４９】
　次に、被写体に対してどのような観察を行いたいかに応じて、第１の照射態様とは光の
スペクトル分布が異なる（つまり、第１および第２の特定帯域の光には特に依存しない）
第２照射帯域の光を発光する第２の照射態様を設定する（ステップＳ２）。
【００５０】
　続いて、第１の発光素子として、第１の特定帯域に含まれる波長の光を発するもの（な
お、第１の特定帯域を全てカバーする広帯域である必要はなく、第１の特定帯域に含まれ
るのであれば輝線スペクトルでも良い）、つまり、発光帯域が第１の特定帯域と重なる部
分を有するものを選定する（ステップＳ３）。
【００５１】
　さらに、第１の蛍光体として、第１の特定帯域を励起帯域に含み、かつ、第２の特定帯
域を蛍光発光帯域に含むものを選定する（ステップＳ４）。
【００５２】
　次に、第２の蛍光体として、次のような条件（Ａ）～（Ｃ）を満たすものを選定する（
ステップＳ５）。
（Ａ）励起強度が、第１の特定帯域における第１の蛍光体の励起強度よりも低い蛍光体で
あること（第２の蛍光体の励起強度は、第１の特定帯域において、第１の蛍光体の励起強
度の１よりも小さい所定割合以下（例えば、９／１０以下、より望ましくは半分以下）で
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ある）。
（Ｂ）励起強度が、第２照射帯域内の短波長側の励起帯域（第２蛍光励起帯域という）に
おける第１の蛍光体の励起強度よりも高い蛍光体であること（第２の蛍光体の励起強度は
、第２蛍光励起帯域において、第１の蛍光体の励起強度の１よりも大きい所定倍数以上（
例えば、１０／９以上、より望ましくは２倍以上）である）。
（Ｃ）蛍光発光帯域が、第２蛍光励起帯域以外の第２照射帯域を含む。
【００５３】
　ここに、条件（Ａ）は、第１の発光素子の光を受けても、第１の蛍光体ほどは強く蛍光
発光しないことを意味している。従って、第１の照射態様（一例：ＮＢＩ照射）において
取得される画像のコントラストを、それほど低下させることはない。
【００５４】
　条件（Ｂ）は、第２の発光素子の光を受けたときに、第１の蛍光体よりも強く蛍光発光
することを意味している。従って、第２の照射態様（一例：白色照射）に、第１の蛍光体
が支配的な役割を果たすことはない。
【００５５】
　条件（Ｃ）は、第２の発光素子の光と、第２の蛍光体の蛍光発光と、を合わせたときに
、第２の照射態様において用いる光（一例：白色光）が構成されることを意味している。
なお、第２照射帯域は、連続する１つの帯域から構成されるに限るものではなく、分離さ
れた複数の帯域から構成されていても構わない（例１：第２の発光素子の発光帯域と第２
の蛍光体の蛍光発光帯域とが分離されている場合、例２：ＲＧＢにそれぞれピークを有す
る３ピークの光で白色光を構成する場合、など）。
【００５６】
　また、第２の蛍光体を選定する際に、さらに、（Ｄ）第２の蛍光体の励起帯域が、第１
の蛍光体の蛍光発光帯域と重ならないようなもの、を選定することが望ましい。この条件
（Ｄ）は、第１の照射態様において、第１の蛍光体からの蛍光発光が第２の蛍光体を励起
して第２の蛍光体が蛍光発光するのをなるべく防ぐためである。すなわち、この条件（Ｄ
）を満たせば、第１の照射態様における第１の蛍光体からの蛍光発光光の損失を防ぐこと
ができ、かつ、第２の蛍光体の蛍光発光により画像のコントラストが低下するのを防ぐこ
とができる。
【００５７】
　加えて、第２の蛍光体を選定する際に、さらに、（Ｅ）第２の蛍光体の蛍光発光帯域が
、第１の蛍光体の励起帯域と重ならないようなもの、を選定することが望ましい。この条
件（Ｅ）は、第２の照射態様において、第２の蛍光体からの蛍光発光が第１の蛍光体を励
起して第１の蛍光体が蛍光発光するのをなるべく防ぐためである。すなわち、この条件（
Ｅ）を満たせば、第２の照射態様における第２の蛍光体からの蛍光発光光の損失を防ぐこ
とができる。
【００５８】
　続いて、第２の発光素子として、発光帯域が、第２蛍光励起帯域に含まれるものを選定
する（ステップＳ６）。これは、上述したように、第２の発光素子が、第２の照射態様に
おける短波長帯域を担うこと、第２の蛍光体を第１の蛍光体よりも強く蛍光発光させるこ
とを意味している。
【００５９】
　なお、図１に示した流れは、一例を示したものであり、この順序に限るものではない。
例えば、ステップＳ１の処理はステップＳ３およびステップＳ４の処理の前に行う必要が
あるが、ステップＳ２の処理はステップＳ５およびステップＳ６の処理の前に行えば足り
る。従って、図１のステップＳ４の処理を行った後に、図１のステップＳ２の処理を行う
、ということも可能である。
【００６０】
　次に、図２および図１６を参照して、第１の照射態様としてＮＢＩ照射を行い、第２の
照射態様として白色照射を行う場合における図１に示した処理の流れを、具体的に説明す
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る。ここに、図２は、被写体を血管（ヘモグロビン）を含む体組織に設定するときに、第
１，第２の発光素子および第１，第２の蛍光体を決定する手順を示すフローチャートであ
る。また、図１６は、第１および第２の発光素子の発光スペクトルと、第１および第２の
蛍光体の励起スペクトルおよび蛍光スペクトルと、を示す線図である。なお、図１６にお
いては、横軸は共通であるが、縦軸はスペクトルの種類毎の相対的なスケールとなってい
る。
【００６１】
　この処理を開始すると、まず、照射対象を血管（ヘモグロビン）を含む体組織に設定し
、第１の照射態様をＮＢＩ照射とする（ステップＳ１１）。これにより、上述したように
、第１の特定帯域が４１５ｎｍ付近の狭帯域、第２の特定帯域が５４０ｎｍ付近の狭帯域
であることが決定される。
【００６２】
　次に、体組織を通常光観察することができるように、第２の照射態様を白色光照射とす
る（ステップＳ１２）。
【００６３】
　続いて、第１の発光素子として、発光帯域が第１の特定帯域と重なる部分を有するよう
に、４１５ｎｍの波長近傍に発光強度のピークを有する狭帯域発光を行う紫外ＬＥＤ（半
導体発光素子）を選定する（図１６の発光スペクトルｌ１参照）（ステップＳ１３）。
【００６４】
　さらに、第１の蛍光体として、４１５ｎｍを励起帯域に含み（図１６の励起スペクトル
ｅ１参照）、かつ５４０ｎｍを蛍光発光帯域に含む（より具体的には、５４０ｎｍの波長
近傍に蛍光発光強度のピークを有する）（図１６の蛍光発光スペクトルｆ１参照）サイア
ロン蛍光体を選定する（ステップＳ１４）。
【００６５】
　そして、第２の蛍光体として、サイアロン蛍光体と比べた励起強度が、４１５ｎｍ付近
の帯域において低く、青色帯域（第２照射帯域の内の短波長側の帯域であり、例えば、４
５０～４８５ｎｍの帯域）において高く（図１６の励起スペクトルｅ２参照）、かつ蛍光
発光帯域が、青色帯域以外の白色照射帯域（例えば、５２０～６３０ｎｍの帯域（緑色光
および赤色光を含む帯域））を含む（図１６の蛍光発光スペクトルｆ２参照）ＹＡＧ蛍光
体を選定する（ステップＳ１５）。
【００６６】
　その後、第２の発光素子として、発光帯域が、上述したＹＡＧ蛍光体の励起強度がサイ
アロン蛍光体の励起強度より高い青色帯域に含まれる半導体発光素子である青色ＬＥＤを
選定し（図１６の発光スペクトルｌ２参照）（ステップＳ１６）、終了する。この場合に
おいて、青色ＬＥＤは、ＹＡＧ蛍光体の励起スペクトルのピークとなる波長の近傍に発光
強度のピークを有していることが好ましい。本実施形態では、青色ＬＥＤの発光強度のピ
ークは、４７０ｎｍに設定されている。ここで、第２の発光素子である青色ＬＥＤにより
発光される光は、第２の蛍光体であるＹＡＧ蛍光体により蛍光発光される光の補色となる
。
【００６７】
　なお、第１の照射態様をＮＢＩ照射としているために、第１の蛍光体として、なるべく
蛍光発光帯域が狭いもの（狭帯域蛍光発光のもの）を選択するのが望ましい。そこで、第
２の蛍光体であるＹＡＧ蛍光体と比較して、蛍光発光帯域がより狭帯域であるサイアロン
蛍光体を第１の蛍光体として選定している。これにより、第２の特定帯域に含まれない光
が蛍光発光されるのをなるべく防いで、血管画像のコントラストが低下することのないよ
うにしている。
【００６８】
　次に、図８および図９を参照して、上述したように選定された発光素子および蛍光体を
用いて構成した光源装置の構造について説明する。図８は光源装置の構造を示す平面図、
図９は光源装置の構造を示す図８のＡ－Ａ’断面図である。



(13) JP 2011-91158 A 2011.5.6

10

20

30

40

50

【００６９】
　光源装置１は、光の照射方向へ向けて開口している筐体１ａと、筐体１ａに設けられ、
上述したように選定された第１の発光素子４、第２の発光素子５、第１の蛍光体６および
第２の蛍光体７と、を備えている。なお、光源装置１は、筐体１ａの内部にさらに散乱体
８を備えることとしてもよい。
【００７０】
　筐体１ａは、プリント基板２と、このプリント基板２上に底面側が取り付けられ上面側
が光の照射方向へ向けた開口となる筒状のリフレクタ３と、を備えている。
【００７１】
　プリント基板２の上面には、第１のカソードをなす導電パターン２ａと、第１のアノー
ドをなす導電パターン２ｂと、第２のカソードをなす導電パターン２ｃと、第２のアノー
ドをなす導電パターン２ｄと、が形成されている。
【００７２】
　一方、プリント基板２の下面には、電極２ｉ，２ｊ，２ｋ，２ｌが形成されていて、導
電パターン２ａは電極２ｉに、導電パターン２ｂは電極２ｊに、導電パターン２ｃは電極
２ｋに、導電パターン２ｄは電極２ｌに、それぞれ電気的に接続されている。
【００７３】
　そして、プリント基板２上におけるリフレクタ３の内部となる位置には、上述したよう
に選定された第１の発光素子４および第２の発光素子５が実装されている。すなわち、導
電パターン２ａ上に第２の発光素子５が配設されていて、金ワイヤ２ｅを介して該導電パ
ターン２ａと接続され、金ワイヤ２ｆを介して導電パターン２ｂと接続されている。また
、導電パターン２ｃ上に第１の発光素子４が配設されていて、金ワイヤ２ｇを介して該導
電パターン２ｃと接続され、金ワイヤ２ｈを介して導電パターン２ｄと接続されている。
【００７４】
　さらに、第１の蛍光体６および第２の蛍光体７は、本実施形態においては、粉末蛍光体
として構成されている。そして、第１の蛍光体６および第２の蛍光体７は、同様に粉末と
して形成されている散乱体８とともに、プリント基板２とリフレクタ３とで構成される凹
状部に、拡散された状態で透明な樹脂９を用いて封止されている。すなわち、第１の蛍光
体６と第２の蛍光体７とは、空間的に重なる位置に配置されている。これにより、第１の
発光素子４および第２の発光素子５は、第１の蛍光体６、第２の蛍光体７、および散乱体
８により覆われた状態となる。そして、第１の発光素子４および第２の発光素子５の光が
何れも第１の蛍光体６へ到達可能であり、第１の発光素子４および第２の発光素子５の光
が何れも第２の蛍光体７へ到達可能である。
【００７５】
　より詳しくは、第１の蛍光体６は、第１の発光素子４により発光された光の一部を励起
光として用い、第１の発光素子４により発光された光の他の一部および第２の発光素子５
により発光された光の少なくとも一部を励起光として用いることなく散乱させるような密
度に配設された粉末蛍光体である。同様に、第２の蛍光体７は、第２の発光素子５により
発光された光の一部を励起光として用い、第２の発光素子５により発光された光の他の一
部および第１の発光素子４により発光された光の少なくとも一部を励起光として用いるこ
となく散乱させるような密度に配設された粉末蛍光体である。
【００７６】
　また、リフレクタ３は、内周面３ａが、光の照射方向へ向けて大径となるテーパ状（例
えば円錐面状）に形成されていて、発光された光を効率的に被写体へ向けて照射すること
ができるようになっている。
【００７７】
　次に、このような構成の光源装置１において、第２の発光素子５を発光させたときの様
子について、図１０～図１２を参照して説明する。図１０は第２の発光素子５を発光させ
たときの光源装置１の様子を示す図、図１１は第２の発光素子５から発光された光の散乱
の様子を示す図、図１２は第２の発光素子５を発光させたときの発光スペクトルおよび蛍
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光スペクトルの分布を示す線図である。ただし、図１０、図１１、および後述する図１３
、図１４は、散乱体８を用いない場合の例を示している。ここに、散乱体８を用いていな
いのは、説明や図示を簡単にするためであるが、粉末蛍光体として構成された第２の蛍光
体７、第１の蛍光体６により光の拡散が十分に行われるのであれば、散乱体８を用いなく
ても必要な性能を満たすことができるからでもある。
【００７８】
　第２の照射態様においては、図１０に示すように、第２の発光素子５のみが発光するよ
うに構成されている。第２の発光素子５により発光されて外部に射出される光には、透明
な樹脂９を介してそのまま外部へ射出される光と、第１の蛍光体６、第２の蛍光体７、リ
フレクタ３により反射もしくは散乱されてから射出される光と、第１の蛍光体６、第２の
蛍光体７の励起光として用いられて波長変換された後にそのまま、または反射もしくは散
乱されてから射出される光と、が存在する。
【００７９】
　ここに、図１１は、第２の照射態様において、外部へ射出されるまでの反射回数が０回
または１回の光線の様子をＲＡ１～ＲＡ８として示している。
（ＲＡ１）第２の発光素子５の発光光
（ＲＡ２）リフレクタ３により反射された第２の発光素子５の発光光
（ＲＡ３）第２の蛍光体７により反射された第２の発光素子５の発光光
（ＲＡ４）第１の蛍光体６により反射された第２の発光素子５の発光光
（ＲＡ５）第２の蛍光体７の蛍光発光光
（ＲＡ６）リフレクタ３により反射された第２の蛍光体７による蛍光発光光
（ＲＡ７）第２の蛍光体７により反射された第２の蛍光体７による蛍光発光光
（ＲＡ８）第１の蛍光体６により反射された第２の蛍光体７による蛍光発光光
【００８０】
　なお、図１１に示した各光線の内のＲＡ３は、第２の発光素子５から発光された光を受
けた第２の蛍光体７の励起確率が高い場合には、反射光の強度は小さくなるために、無視
することが可能である。また、第２の発光素子５から発光された光を受けた第１の蛍光体
６も若干の蛍光発光を行うが、ここでは無視している。
【００８１】
　そして、実際の製品においては、より多数回の反射／散乱が行われることになるために
、光源装置１から照射される光は、第２の発光素子５の発光光と第２の蛍光体７による蛍
光発光光とが充分に混交された光となる。
【００８２】
　また、第２の発光素子５を発光させたときの発光スペクトルおよび蛍光スペクトルは、
図１２に示すようになる。
【００８３】
　各スペクトルを示す曲線の形状は、上述した図１６に示したものと同様であるが、その
相対強度が異なっている。すなわち、第２の発光素子５の発光スペクトルｌ２に示す発光
帯域においては、図１６に示したように、第２の蛍光体７の励起強度が、第１の蛍光体６
の励起強度よりも高い（例えば、波長によっては２倍以上高い）。従って、第２の蛍光体
７の蛍光スペクトルｆ２の強度は、第１の蛍光体６の蛍光スペクトルｆ１の強度よりも高
く（例えば、２倍以上高く）なっている。
【００８４】
　続いて、光源装置１において、第１の発光素子４を発光させたときの様子について、図
１３～図１５を参照して説明する。図１３は第１の発光素子４を発光させたときの光源装
置１の様子を示す図、図１４は第１の発光素子４から発光された光の散乱の様子を示す図
、図１５は第１の発光素子４を発光させたときの発光スペクトルおよび蛍光スペクトルの
分布を示す線図である。
【００８５】
　第１の照射態様においては、図１３に示すように、第１の発光素子４のみが発光するよ
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うに構成されている。第１の発光素子４により発光されて外部に射出される光には、透明
な樹脂９を介してそのまま外部へ射出される光と、第１の蛍光体６、第２の蛍光体７、リ
フレクタ３により反射もしくは散乱されてから射出される光と、第１の蛍光体６、第２の
蛍光体７の励起光として用いられて波長変換された後にそのまま、または反射もしくは散
乱されてから射出される光と、が存在する。
【００８６】
　ここに、図１４は、第１の照射態様において、外部へ射出されるまでの反射回数が０回
または１回の光線の様子をＲＢ１～ＲＢ８として示している。
（ＲＢ１）第１の発光素子４の発光光
（ＲＢ２）リフレクタ３により反射された第１の発光素子４の発光光
（ＲＢ３）第２の蛍光体７により反射された第１の発光素子４の発光光
（ＲＢ４）第１の蛍光体６により反射された第１の発光素子４の発光光
（ＲＢ５）第１の蛍光体６の蛍光発光光
（ＲＢ６）リフレクタ３により反射された第１の蛍光体６による蛍光発光光
（ＲＢ７）第２の蛍光体７により反射された第１の蛍光体６による蛍光発光光
（ＲＢ８）第１の蛍光体６により反射された第１の蛍光体６による蛍光発光光
【００８７】
　なお、図１４に示した各光線の内のＲＢ４は、第１の発光素子４から発光された光を受
けた第１の蛍光体６の励起確率が高い場合には、反射光の強度は小さくなるために、無視
することが可能である。また、第１の発光素子４から発光された光を受けた第２の蛍光体
７も若干の蛍光発光を行うが、ここでは無視している。
【００８８】
　そして、実際の製品においては、より多数回の反射／散乱が行われることになるために
、光源装置１から照射される光は、第１の発光素子４の発光光と第１の蛍光体６による蛍
光発光光とが充分に混交された光となる。
【００８９】
　また、第１の発光素子４を発光させたときの発光スペクトルおよび蛍光スペクトルは、
図１５に示すようになる。
【００９０】
　各スペクトルを示す曲線の形状は、上述した図１６に示したものと同様であるが、その
相対強度が異なっている。すなわち、第１の発光素子４の発光スペクトルｌ１に示す発光
帯域においては、図１６に示したように、第１の蛍光体６の励起強度が、第２の蛍光体７
の励起強度よりも高い（例えば、波長によっては２倍以上高い）。従って、第１の蛍光体
６の蛍光スペクトルｆ１の強度は、第２の蛍光体７の蛍光スペクトルｆ２の強度よりも高
く（例えば、２倍以上高く）なっている。特に、第１の照射態様がＮＢＩ照射である場合
には、画像のコントラストを低下させる原因となる第２の蛍光体７の蛍光スペクトルｆ２
の強度については低ければ低い方が良い。そして、この図１５に示す例においては、第２
の蛍光体７の蛍光発光強度（図１５のｆ２参照）は、第１の蛍光体６の蛍光発光強度（図
１５のｆ１参照）よりも充分に低くなっているということができる。
【００９１】
　このように、第１の照射態様において光源装置１から発光される光と、第２の照射態様
において光源装置１から発光される光と、の何れもが、各蛍光体を樹脂封止した部分で充
分に散乱された光となる。このために、光源装置１内における第１の発光素子４と第２の
発光素子５の位置が異なっていても、第１の照射態様において光源装置１から発光される
光と、第２の照射態様において光源装置１から発光される光とは、異なる指向特性をもっ
て射出されることはなく、同一の指向特性の光となる。
【００９２】
　なお、蛍光体をどの程度の密度で樹脂封止するかは、光学的な設計によるために、蛍光
体のみでは光を十分に散乱するのに不足する場合もあり得る。このような場合には、図８
、図９に示したように、散乱体８をさらに付加するようにすれば良い。
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【００９３】
　次に、図１７は、光源装置１を備える電子画像取得装置の構成を示すブロック図である
。
【００９４】
　この電子画像取得装置は、上述したような第１の発光素子４および第２の発光素子５を
有する光源装置１と、この光源装置１から照射され、被写体により反射された光を光学系
により結像して撮像する撮像デバイス１３ａを有する撮像装置１３と、を備えている。
【００９５】
　より詳しくは、電子画像取得装置は、上述した光源装置１を有する照射装置１１と、照
射制御部１２と、上述した撮像装置１３と、撮像制御部１４と、表示装置１５と、表示制
御部１６と、信号処理回路１７と、ユーザー操作部１８と、制御部１９と、を備えている
。このように、図１７に示す電子画像取得装置は、撮像装置１３により撮像された画像を
表示する表示装置１５も備えているために、電子画像観察装置を兼ねたものとなっている
。
【００９６】
　照射装置１１は、上述した光源装置１を備えたものである。この照射装置１１としては
、光源装置１に加えて、さらに照射光学系を備える構成などが一例として挙げられる。
【００９７】
　照射制御部１２は、この照射装置１１を駆動し制御するためのものであり、第１の照射
態様による照射と第２の照射態様による照射とを制御する。例えば、第１の照射態様によ
る照射と第２の照射態様による照射について、それぞれの照射のタイミングを時分割で交
互に行う制御や、各照射態様における第１の発光素子４および第２の発光素子５の発光強
度の制御等が行われる。
【００９８】
　撮像装置１３は、上述したように、撮像デバイス１３ａと、さらに撮像デバイス１３ａ
上に被写体の光学像を結像するための光学系等と、を備えたものである。
【００９９】
　撮像制御部１４は、この撮像装置１３に制御信号を送信して駆動制御するとともに、撮
像装置１３から画像信号を受信するものである。
【０１００】
　表示装置１５は、照射装置１１により照射され、撮像装置１３により撮像して得られた
画像を表示するためのものであり、表示デバイス１５ａを備えている。
【０１０１】
　表示制御部１６は、信号処理回路１７からの映像信号に基づき、表示装置１５に表示を
行わせる制御を行うものである。
【０１０２】
　信号処理回路１７は、撮像制御部１４から画像信号を受信して、画像信号処理を行い、
表示用の映像信号を生成して表示制御部１６へ出力するものである。
【０１０３】
　ユーザー操作部１８は、この電子画像取得装置に対して、各種の操作入力を行うもので
ある。このユーザー操作部１８により入力可能な操作としては、電子画像取得装置の電源
のオン／オフ操作、第１の発光素子４を発光させる第１の照射態様と第２の発光素子５を
発光させる第２の照射態様との変更操作、撮像装置１３の撮像操作、などが幾つかの例と
してあげられる。
【０１０４】
　制御部１９は、ユーザー操作部１８からの操作入力を受けて、照射制御部１２、撮像制
御部１４、表示制御部１６、信号処理回路１７、等を含むこの電子画像取得装置内の各部
を統合的に制御するものである。
【０１０５】
　このような構成において、ユーザー操作部１８を介してユーザーにより第１の照射態様
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（例えば、ＮＢＩ照射による特殊観察）が選択された場合には、制御部１９の指令に基づ
き照射制御部１２が第１の発光素子４のみを発光させる。この第１の発光素子４から発光
された光は、一部が第１の蛍光体６により波長変換されて蛍光光となる。こうして、第１
の発光素子４により発光された第１の特定帯域の狭帯域光と、第１の蛍光体６により蛍光
発光された第２の特定帯域の狭帯域光とが、ＮＢＩ照射光として被写体へ照射される。
【０１０６】
　一方、ユーザー操作部１８を介してユーザーにより第２の照射態様（例えば白色照射に
よる通常観察）が選択された場合には、制御部１９の指令に基づき照射制御部１２が第２
の発光素子５のみを発光させる。この第２の発光素子５から発光された光は、一部が第２
の蛍光体７により波長変換されて蛍光光となり、混色して白色光として被写体へ照射され
る。
【０１０７】
　このように電子画像取得装置は、１つの光源装置１により第１の照射態様（例えばＮＢ
Ｉ照射）と第２の照射態様（例えば白色照射）とを任意に切り替えることができるために
、照射態様に応じた複数の光源装置を備える必要がなくなり、小型化、軽量化、低コスト
化を図ることが可能となる。
【０１０８】
　続いて、図１８および図１９を参照して、頭部装着型電子画像観察装置について説明す
る。ここに、図１８は装着された状態の頭部装着型電子画像観察装置の構成を示す側面図
、図１９は装着された状態の頭部装着型電子画像観察装置の構成を示す正面図である。
【０１０９】
　この頭部装着型電子画像観察装置は、図１７に示したような電子画像観察装置（電子画
像取得装置）を、ユーザーが頭部に装着して用いることができるような形態に構成したも
の（いわゆる、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ））となっている。
【０１１０】
　すなわち、この頭部装着型電子画像観察装置は、眼鏡とほぼ同様にして頭部に装着する
ためのフレーム部２１を備えている。このフレーム部２１の、装着時にユーザーの後頭部
側になる位置には、該フレーム部２１の脱落を防止するための固定バンド２２が取り付け
られている。
【０１１１】
　さらに、装着時にユーザーの額前側に位置するフレーム部２１の部分には、左右一対の
撮像装置１３（左眼用撮像装置１３Ｌ、右眼用撮像装置１３Ｒ）と、上述したような光源
装置１を備えた照射装置１１と、が配設されている。ここに、左眼用撮像装置１３Ｌと右
眼用撮像装置１３Ｒとは、それぞれの撮像光軸が所定の輻輳角をもって交差するように配
設されている。一方、光源装置１は、例えば、左眼用撮像装置１３Ｌと右眼用撮像装置１
３Ｒとの間のやや上側に配設されている。
【０１１２】
　また、装着時にユーザーの額前側に位置するフレーム部２１の部分から垂下するように
、左右一対の表示装置１５（左眼用表示装置１５Ｌ、右眼用表示装置１５Ｒ）が設けられ
ている。ここに、左眼用表示装置１５Ｌは装着時にユーザーの左眼前方やや下側に位置す
るように、右眼用表示装置１５Ｒは装着時にユーザーの右眼前方やや下側に位置するよう
に、それぞれ配置されていて（図１８参照）、位置調整をすることも可能となっている。
【０１１３】
　そして、左眼用撮像装置１３Ｌにより撮像した画像は左眼用表示装置１５Ｌに、右眼用
撮像装置１３Ｒにより撮像した画像は右眼用表示装置１５Ｒに表示するようになっている
。従って、ユーザーは、視野のやや下側を見れば、表示装置１５により被写体を立体的に
観察する（立体視を行う）ことができるようになっている。一方、ユーザーは、視野のや
や上側を見れば、表示装置１５とフレーム部２１との間から直視を行うことも可能となっ
ている。
【０１１４】
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　このような構成において、光源装置１を含む照射装置１１による照射時の作用は、図１
７を参照して説明したのと同様である。
【０１１５】
　そして、頭部装着型電子画像観察装置は、装着時のユーザーへの負担を減らすために、
特に小型軽量で携帯性が高いことが望まれるが、上述したような構成の光源装置１を備え
ることにより、小型化、回路構成の簡素化、コスト低減を図ることが可能となる。
【０１１６】
　次に、図２０および図２１を参照して、内視鏡装置について説明する。ここに、図２０
は内視鏡装置を備える内視鏡システムの構成を示す図、図２１は内視鏡装置の挿入部先端
部の構成を示す断面図である。
【０１１７】
　まず、内視鏡システムは、図２０に示すように、内視鏡装置３１と、カメラコントロー
ルユニット（ＣＣＵ）３２と、表示装置１５と、を備えている。
【０１１８】
　内視鏡装置３１は、被検体の体腔内へ挿入するための細長の挿入部３１ａと、手元側で
操作を行うためのものであり上述したユーザー操作部１８の一部を構成する操作部３１ｂ
と、を備えている。そして、挿入部３１ａの先端側には、後述するように、光源装置１を
含む照射装置１１や、撮像装置１３が配設されている。
【０１１９】
　ＣＣＵ３２は、内視鏡装置３１と接続されていて、上述したような表示制御部１６、信
号処理回路１７、ユーザー操作部１８の他の一部、制御部１９、を備えたものである。
【０１２０】
　表示装置１５は、ＣＣＵ３２と接続されていて、内視鏡装置３１により撮像された画像
や、その他の各種の情報を表示するものである。
【０１２１】
　この内視鏡装置３１の挿入部３１ａの先端部には、図１７に示したような電子画像取得
装置を構成する照射装置１１（光源装置１を含む）および撮像装置１３が配置されている
。さらに、内視鏡装置３１の挿入部３１ａの先端部における先端面には、光源装置１から
の光を被写体へ照射するための照射用光学素子１１ａと、撮像装置１３の撮像デバイス１
３ａ上に被写体の光学像を結像するための光学系を構成する観察用光学素子１３ｂと、が
配置されている。
【０１２２】
　ここで、照射制御部１２は、図１７に示したような電子画像取得装置における照射制御
部１２と同様の照射制御を行う。撮像装置１３の撮像デバイス１３ａは、撮像基板等とし
て構成された撮像制御部１４に実装されている。また、光源装置１のプリント基板２は、
照射基板等として構成された照射制御部１２に、固定ねじ３５等を介して固定され、さら
に電気的に接続されている。そして、撮像制御部１４および照射制御部１２は、挿入部３
１ａの先端部における先端硬性部を構成する基部３３に固定され、外皮３４により被覆さ
れている。
【０１２３】
　なお、撮像デバイス１３ａ上に被写体の光学像を結像するための光学系は、全てが挿入
部３１ａの先端部に配設されている必要はない。例えば、光学系の一部を構成する観察用
光学素子１３ｂのみを挿入部３１ａの先端部に配設し、観察用光学素子１３ｂにより結像
される被写体の光学像を手元側へ伝送するファイバーバンドル等を挿入部３１ａ内に配設
し、内視鏡装置３１の手元側の操作部３１ｂ等に伝送された光学像を光電変換する撮像デ
バイス１３ａを配設する、といった構成を採用しても構わない。従って、内視鏡装置３１
の挿入部３１ａの先端部には、撮像装置１３の光学系の少なくとも一部を構成する観察用
光学素子１３ｂが配置されていれば足りる。
【０１２４】
　また、光源装置１は、上述では内視鏡装置３１の挿入部３１ａの先端部に配置されてい
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るが、この構成に限定されるものではない。例えば、光源装置１を操作部３１ｂやＣＣＵ
３２内に配設して、光源装置１から発光された光を、光ファイバ等を用いて挿入部３１ａ
の先端部へ導光し照射するような構成を採用しても構わない。
【０１２５】
　このような構成において、光源装置１を含む照射装置１１による照射時の作用は、図１
７を参照して説明したのと同様である。
【０１２６】
　そして、内視鏡装置は、挿入部３１ａが細径であることが望まれるが、光源装置１を特
に挿入部３１ａの先端部に配置する場合には、上述したような構成の光源装置１を備える
ことにより、挿入部３１ａの細径化を達成することが可能となる。さらに、上述したよう
に、回路構成の簡素化やコスト低減を図ることも可能となる。
【０１２７】
　続いて、図２２は、カプセル内視鏡装置の構成を示す側面図である。
【０１２８】
　このカプセル内視鏡装置は、光源装置１を含む照射装置１１および撮像装置１３を有す
る、図１７に示したような電子画像取得装置を、カプセル筐体に収納したものとなってい
る。
【０１２９】
　すなわち、カプセル内視鏡装置は、全体として略円筒形状の外形をなすカプセル筐体を
備えており、このカプセル筐体の先端面側および後端面側が略半球状をなすように形成さ
れている。そして、カプセル筐体の先端側の半球状部が透明カバー４３、カプセル筐体の
それ以外の部分が筐体４１である。
【０１３０】
　筐体４１の先端面には基板４２が設けられており、この基板４２上の例えば略中央部に
は、撮像デバイス１３ａが実装されている。この撮像デバイス１３ａには、光学素子ハウ
ジング部１３ｃを介して、撮像デバイス１３ａ上に被写体の光学像を結像するための光学
系である観察用光学素子１３ｂが取り付けられている。そして、この図２２に示す例にお
いては、撮像装置１３は、撮像デバイス１３ａ、観察用光学素子１３ｂ、および光学素子
ハウジング部１３ｃを含んで構成されている。
【０１３１】
　さらに、基板４２上の撮像装置１３を挟む例えば２箇所の位置には、それぞれ光源装置
１が１つずつ、つまり合計２つ実装されている。これら光源装置１には、光学素子ハウジ
ング部１１ｂを各介して、照射用光学素子１１ａがそれぞれ取り付けられている。そして
、この図２２に示す例においては、照射装置１１は、光源装置１、照射用光学素子１１ａ
、および光学素子ハウジング部１１ｂを含んで構成されている。
【０１３２】
　また、これら撮像装置１３および照射装置１１は、上述した透明カバー４３により覆わ
れている。
【０１３３】
　なお、筐体４１内には、図示はしないが、上述した照射制御部１２、撮像制御部１４、
信号処理回路１７などが配設されている。さらに、筐体４１内には、図示はしないが、信
号処理回路１７により処理された映像信号を、保存するためのメモリと、無線等により送
信するための送信部と、の少なくとも一方が配設されている。
【０１３４】
　このような構成において、光源装置１を含む照射装置１１による照射時の作用は、図１
７を参照して説明したのとほぼ同様であるが、第１の照射態様による照射と第２の照射態
様による照射とは自動的に時分割に交互に行われるようになっている。そして、撮像装置
１３は、照射態様の変更に同期して、各照射態様における画像を時分割で取得するように
なっている。こうして取得され信号処理回路１７により処理された映像信号は、メモリを
備えている場合にはメモリに保存され、送信部を備えている場合には送信され、両方を備
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えている場合には両方の処理が行われる。
【０１３５】
　なお、上述では、撮像装置１３により撮像される被写体を対称に照射するために照射装
置１１を、撮像装置１３を挟む位置に２つ設けているが、被写体を撮像するのに足りるの
であれば１つだけ設けるようにしても構わない。
【０１３６】
　また、上述では、第１の照射態様と第２の照射態様とが自動的に時分割に交互に行われ
るように構成しているが、これに限るものでもない。例えば、筐体４１内に図示しない受
信部を設けて、外部からの指令を無線等により受信することができるように構成しても良
い。この場合には、外部からの操作により、第１の照射態様と第２の照射態様とを所望に
切り替えることが可能となる。
【０１３７】
　カプセル内視鏡装置は、小型であることが望まれるが、上述したような構成の光源装置
１を備えることにより、この小型化を達成することが可能となる。さらに、上述したよう
に、回路構成の簡素化やコスト低減を図ることも可能となる。
【０１３８】
　このような実施形態１によれば、第１の照射態様における光と、該第１の照射態様にお
ける光とはスペクトルの異なる第２の照射態様における光と、を光学的に分離することな
く１つの光源装置により時分割で発光することが可能となる。従って、光源装置を小型化
し、軽量化し、低コスト化することができる。ひいては、このような光源装置を用いて構
成した電子画像取得装置、電子画像観察装置、内視鏡装置、カプセル内視鏡装置を、小型
化し、軽量化し、低コスト化することが可能となる。
【０１３９】
　なお、本発明は上述した実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化することができる。また、上記実施
形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成する
ことができる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除して
も良い。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせても良い。このよう
に、発明の主旨を逸脱しない範囲内において種々の変形や応用が可能であることは勿論で
ある。
【符号の説明】
【０１４０】
　　１…光源装置
　　１ａ…筐体
　　２…プリント基板（筐体の一部）
　　２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ…導電パターン
　　２ｅ，２ｆ，２ｇ，２ｈ…金ワイヤ
　　２ｉ，２ｊ，２ｋ，２ｌ…電極
　　３…リフレクタ（筐体の一部）
　　３ａ…内周面
　　４…第１の発光素子
　　５…第２の発光素子
　　６…第１の蛍光体
　　７…第２の蛍光体
　　８…散乱体
　　９…樹脂
　１１…照射装置
　１１ａ…照射用光学素子
　１１ｂ…光学素子ハウジング部
　１２…照射制御部



(21) JP 2011-91158 A 2011.5.6

10

20

　１３…撮像装置
　１３Ｌ…左眼用撮像装置
　１３Ｒ…右眼用撮像装置
　１３ａ…撮像デバイス
　１３ｂ…観察用光学素子
　１３ｃ…光学素子ハウジング部
　１４…撮像制御部
　１５…表示装置
　１５Ｌ…左眼用表示装置
　１５Ｒ…右眼用表示装置
　１５ａ…表示デバイス
　１６…表示制御部
　１７…信号処理回路
　１８…ユーザー操作部
　１９…制御部
　２１…フレーム部
　２２…固定バンド
　３１…内視鏡装置
　３１ａ…挿入部
　３１ｂ…操作部
　３２…カメラコントロールユニット（ＣＣＵ）
　３３…基部
　３４…外皮
　３５…固定ねじ
　４１…筐体（カプセル筐体の一部）
　４２…基板
　４３…透明カバー（カプセル筐体の一部）
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要解决的问题：提供一种光源装置等，其能够通过改变多个荧光体的大
小发光强度，以时分方式以第一和第二照射模式发射光束。 
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壳体中的那些发光元件和磷光体。 Ž
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